
１ 教 職 員 

 

（１）教職員数（臨時的任用の教職員を含む。） 

ア 小中学校 

（平成 27 年 5 月 1 日現在）（単位：人） 

区 分 校長・教諭等 

事務・栄養職

員 

計 

小 学 校 7,321 439 7,760 

中 学 校 4,741 227 4,968 

計  12,062 666 12,728 

 

イ  特別支援（盲・ろう・養護）学校 

（平成 27 年 5 月 1 日現在）（単位：人） 

校長・教諭等 

(実習助手含む ) 

寄宿

舎指

導員 

事務・栄養職員 技能労務職員 計 

1,498 219 88 32 1,837 

 

（２）教職員人事 

ア  平成 28 年度義務教育関係諸学校教育職員等人事異動方針  

教育職員等の人事異動については、学校教育の充実発展を図るため、全

県的な教育水準の向上を期し、各校の教育を清新ではつらつとしたものと

するよう推進する。その際、異動は教職員が地域に根ざした教育を実践で

きるようにすることに配慮するとともに、教職員の資質向上のために必要

な研修の機会としてとらえ、地域の実情を勘案して、校長、市町村教育委

員会（市町村学校組合教育委員会を含む。以下同じ。）及び県教育委員会

の３者（以下、「３者」という。）の協力によって、将来的な展望を踏ま

え計画的に行う。  

       なお、山間地における教育強化及び市町村の特色ある教育活動を支援す

るための教育職員等人事異動については別記による。  

 

１教職員の異動について  

（１）校長・副校長・教頭の異動及び任用について  

  ①  市町村の実情を勘案し、全県的立場に立って適材を適所に配置する。 

  ②  市街地・平坦地・山間地相互間、郡市相互間及び学校種別間の異動  

に努める。  

 



③  学校規模や在任期間にとらわれることなく行う。ただし、校長について

は、一校での勤務が長期化するよう努める。  

 ④  原則として当該市町村内に居住し、地域の教育に打ち込めるよう配慮

する。  

⑤  新たな校長・副校長・教頭の任用は、県教育委員会が行う。配置にあ

たっては，市町村教育委員会の内申を踏まえ ,全県的立場に立って行う。  

   その際、山間地・遠隔地及び複数の学校種等における幅広い教育経験

を考慮する。  

 

（２）一般教育職員の異動について  

①  学校種や学校規模の異なる教育経験を積むような異動に努め、適材を適

所に配置する。  

  ②  全県を 4 つのブロックと 12 のエリアに分けるものとする。（別表１参

照）  

③  教 職 員 が 自 ら の 意 志 で 主 と し て 勤 務 す る こ と を 希 望 し た エ リ ア を 本 拠

地という。  

  ④  在職期間中に本拠地を含むブロック以外のブロックを 1 つ以上経験す

るとともに、本拠地を含むブロック内で幅広く経験を積むよう努めるも

のとする。  

     ⑤  市街地・平坦地・山間地相互間の異動を積極的に推進する。そのために、 

同一ブロック内連続市街地 3 校となる異動は避けるとともに、同一市町村

地内の 4 校の連続異動は行わない。また、在職期間中必ず山間地域に勤務

するものとする。  

⑥  中 学 校 に お け る 免 許 外 教 科 担 当 教 員 の 数 を 少 な く す る よ う 、 ３ 者 の 協

力・連携によってその実現を図る。  

⑦  1 校における在任期間は、原則として８年を限度とする。ただし、学校・

地域の実情等を総合的に勘案し、適正に対応する。  

⑧  特 別支 援学 校へ の異動 に際 して は、 特別支 援学 校教 諭免 許状 (又は 盲学

校・聾学校・養護学校教諭免許状 )を有しているのが望ましい。  

⑨  平成 28 年度以降の小中学校の新規採用者は ,本拠地が含まれるブロッッ

クへの配置を原則とする。  

⑩  平成 28 年度以降本拠地が含まれないブロックに配置された小中学校の

新規採用者の 2 期目の異動に関しては、本拠地が含まれるブロックに配置

することを原則とする。  

⑪  特別支援学校へ平成 20 年度以降配置された新規採用者の異動に際して



は、特別支援学校への異動を原則とする。ただし、 3 期目の異動に際して

は、異校種経験を重要視する立場から小中学校への異動を原則とする。  

⑫  栄養教諭の異動については、当面、学校・地域等の実情を踏まえ、適

材を適所に配置する。  

（３）事務職員・学校栄養職員の異動について  

学校・地域等の実情を踏まえ、適材を適所に配置する。  

２  中学校・高等学校間の人事交流について     

   中学校（特別支援学校を含む。）・高等学校間の人事交流については ､｢県  

  立 高 等 学 校 教 員 と 公 立 中 学 校 教 員 と の 人 事 交 流 に 関 す る 基 本 要 綱 ｣ に 基

づき、その促進を図る。  

３  新規採用について  

   教育職員については、県教育委員会の行う採用選考を経た者の中から、 

また、事務職員については、県人事委員会の行う採用試験による採用候補

者名簿記載者の中から、それぞれ学校の希望条件に適合する者を推薦し、

当該市町村教育委員会の内申をまって採用する。  

 なお栄養教諭の採用については、平成 28 年度採用選考から県教育委員

会が行う。  

４  人事異動方針の見直しについて  

  新方針の実施要項を踏まえながら、適宜見直しを行う。  

５  適用  

  本方針のうち、 1（ 2）④については、平成 28 年度新規採用者から適用  

する。平成 27 年度以前の採用者については従前の人事異動方針 (注 )を適用  

 する が 、教 職 員が 地域 に 根ざ し た 教育 を実 践 でき る よ うに する と いう 本 方

針の趣旨を踏まえた人事異動を可能な範囲で行う。  

  

 (注 )上 記 従 前 の 人 事 異 動 方 針 は 、 「 平 成 27 年 度 義 務 教 関 係 諸 学 校 教 育 職 員 等

人 事 異 動 方 針 」の 中 1（ 2）② の「 広 範 囲 の 異 動 に 努 め 、在 任 期 間 中 に・東 信・

北 信 ・ 中 信 ・ 南 信 ブ ロ ッ ク の う ち 少 な く と も 3 ブ ロ ッ ク を 経 験 す る も の と す

る 。」及 び 、1（ 2）⑦  の「 小 学 校 へ 配 置 さ れ た 新 規 採 用 者 の 二 期 目 の 異 動 に

関 し て は 、 本 拠 地 と す る ブ ロ ッ ク 以 外 へ の 異 動 を 原 則 と す る 。 」 で あ る 。  

 

（別表 1）  

ブロック  東信  南信  中信  北信  

エリア  

南部  南部  南部  南部  

東部  中部  中部  中部  

西部  北部  北部  北部  



イ  山間地における教育強化のための教育職員等人事対策について  

 山間地（へき地を含む）における教育強化のための教育職員等の人事に  

ついては、校長、市町村教育委員会及び県教育委員会の三者が緊密に協力  

し、全県的立場に立って、これが実質的に強化されるよう、次により行う。 

１  教育職員等は、その在職期間中、必ず山間地の経験を積むものとする。 

 ○  特に山間地の中堅教員確保について、校長は、市町村及び県の教育委員

会と緊密な連絡のもとに努力し、市街地・平坦地の勤務者が進んで山間地

へ赴くよう指導する。その際、必要に応じて県教育委員会は積極的な指導

助言を行うものとする。  

  ○  市街地・平坦地へ配置された新規採用者の異動に際しては、山間地への  

異動を原則とする。  

２  上記により難い場合は、校長、市町村教育委員会及び県教育委員会が協  

議して決定する。  

 

ウ  市町村の特色ある教育を支援するための教職員等人事異動について  

1  市町村教育委員会が地域に根ざした特色ある教育活動の推進を特に  

  希望した場合には、市町村教育委員会の意向を踏まえて、県教育委員会は教       

員を配置する。  

 2 上記教員の配置は、本人事異動方針に沿って行う。  

 

エ 平成 28 年度県立高等学校教員と公立中学校教員との人事交流に関する  

 基本要綱  

１  趣旨  

   この要綱は、教員に中・高一貫の教育実践を期待し、専門職としての経  

  験領域を広め、本県中等教育の充実と発展に寄与することを目的として、 

県立高等学校に所属する教員（以下「高等学校教員」という。）と公立中  

学校（特別支援学校を含む。）に所属する教員（以下「中学校教員」とい  

う。）との間においてお互いに交流するのに必要な事項を定めるものとす  

る。  

２  交流の方法  

   市町村教育委員会（市町村学校組合教育委員会を含む。以下同じ。）の  

協力を得て、高等学校教員を中学校教員に、中学校教員を高等学校教員に  

それぞれ選考により採用する。  

 



３  交流の期間  

   期間は、おおむね３年間とする。  

４  交流対象者  

   対象者は、必要な教員免許状を所有し、教職経験豊かな者のうち、校長  

及び市町村教育委員会の推薦に基づき県教育委員会が適当と認める者と  

する。  

５  給与上の取扱い  

  給料表の適用を異にして異動した場合の取扱いに準じて計算し、決定する  

ものとする。  

６  その他  

  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

オ 異動の状況〔平成 28 年 4 月 1 日付(退職者は平成 28 年 3 月 31 日付）〕 

                                                       （単位：人） 

区分 

小学校 中学校 

校長 副校長  教頭 教諭 計 校長 副校長  教頭 教諭 計 

新任  86 0  80  183 349  32 1 45 117  195 

転任  51 1  68 987 1,107  36 0  35 628  699 

職  93 0   12 176 281  36 0 4 115  155 

計 230 1 160 1,346 1,737 104 1 84 860 1,049 

           

区分 

特別支援学校 計 

校長 副校長  教頭 教諭 計 校長 副校長  教頭 教諭 計 

新任  3 0 8   41  52 121 1 133  341  596 

転任  3 0 3  169 175  90 1 106 1,784 1,981 

退職  2 0 0   34  36 131 0  16  325  472 

計 8 0 11 244 263 342 2 255 2,450 3,049 

（注）教諭には養護教諭・栄養教諭を含む。国立附属学校を除く。 

   義務教育学校は、中学校に含む。 


